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新型コロナウイルス対策に伴う工事現場の熱中症予防について（通知） 

 

 

 令和５年４月２７日付け建政－２３１「「建設業における新型コロナウイルス

感染予防対策ガイドライン」の廃止について（通知）」が発出されたことに伴い、

令和２年７月２０日付け技管－２２７「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予

防に向けて（通知）」を廃止します。 

 

 ただし、既契約工事において、本通知発出前までに新型コロナウイルス対策に

伴う熱中症予防を実施した現場作業については、真夏日を「日最高気温３０度以

上」から「日最高気温２８度以上」と読み替えて精算するものとします。 
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